
ワクチン接種で
アカバネ病から大切な胎子を守りましょう

酪農・肉用牛繁殖経営者の皆様へ

【ワクチン接種を行わずアカバネ病が発生した場合の損害】

【アカバネ病とは】

１ アカバネウイルスの感染によって引き起こされる伝染病です。

２ 妊娠した牛が感染すると、ウイルスが胎子にも感染して、流産・死産・
異常産（起立不能、体形異常、大脳欠損など）を引き起こします。

３ ウイルスは、蚊（ヌカカ）の吸血によって感染します。

４ 蚊（ヌカカ）が活発に活動する時期より前（４月から６月までの間）

に、ワクチンを接種することで感染を防ぐことが可能です。

【ワクチン接種の申込】

県内各地域の獣医師又は市町村、農協等にお申し込みください。

１ 子牛の販売収入が得られなくなります。

２ 母牛が妊娠するまで、また、妊娠してから子牛を出産するまでの間、母
牛に与えた餌代が無駄になります。

３ 同様に、その間の光熱費や労賃も無駄になります。

４ 体形異常子牛の娩出が難産となる場合も多く、母体もダメージを受けます。

５ 一頭当たり2,000円のワクチン代を惜しむと大きな損失を被ります。

問い合わせ先

岩手県中央家畜保健衛生所 019-688-4111 岩手県中央家畜衛生協議会 019-688-4015

岩手県県南家畜保健衛生所 0197-23-3531 岩手県南家畜衛生推進協議会 0197-24-5532

岩手県県北家畜保健衛生所 0195-49-3006 岩手県北家畜衛生協議会 0195-49-3040

一般社団法人岩手県畜産協会 019-694-1300

・2010年の本病流行時、写真の
ような子牛や流産等が多発し、多
くの牛が犠牲になりました。
・2022年のワクチン接種率は約
６割に低下しています。
・ワクチン接種率を更に高め、ア
カバネ病の予防に努めましょう。

九州地方では断続的に本病の発生がみられ、本県
への侵入が危惧されます。

R4年 県内のアカバネ病ワクチン接種実績

管内 対象頭数 接種頭数 接種率

中央家保 19,805 15,767 80%

県南家保 32,352 16,232 50%

県北家保 10,675 7,277 68%

計 62,832 39,276 63%


